
将来受け取る年金を増やせるかもしれないY

任意加入制度と付加年金とは？

今月の年金相談

5月20日（水）

10:40～12:00
13:00～15:00

役場第1委員会室

みんなの年金ガイド
知っ

て

おき
たい

◆任意加入制度

　下記の条件を満たした方が、任意で国民年金に加入し月額15,590円（平成27年度）を納付することで、

将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができる制度です。

　１、申し込み先　　八雲町役場・熊石総合支所・落部支所

　２、対象となる方（①～③すべて満たす必要があります）

　　①　国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

　　②　老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方

　　③　20歳～60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満の方

　つまり……国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、国民年金・厚生年金・共済年金をまだ支

給されていなく、20歳～60歳の40年間（480月）で保険料を納めていない期間がある方が対象です。

◆付加年金制度

　　１か月あたり400円多く納付することで、将来受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。

　１、申し込み先　八雲町役場・熊石総合支所・落部支所

　２、対象となる方

　　①　国民年金第1号被保険者（自営業・学生・無職・フリーターなど）

　　②　国民年金の任意加入制度を利用されている方

　３、制度の詳細

　　将来支給される老齢基礎年金に、下記の額が上乗せされます。

　　　　　　　　　年間で上乗せされる額　＝　200円×付加年金の納付月数

　≪例≫40年間（480ヶ月）付加年金を納付した場合

　　　　　　　　　年間で上乗せされる額　＝　200円×480ヶ月　＝　96,000円

　納付した付加年金の額は　　400円×480ヶ月　＝　192,000円なので2年間付加年金を受け取ると、

納付した保険料と同額になるとともに、その後も一生涯受け続けることができます。

　※付加年金加入時の注意点

　　①第１号（国民年金）被保険者にしか利用できません。

　　②国民年金基金との同時加入はできません。

　　③保険料の滞納のある方や免除を受けている方は加入できません。

　　④物価スライド形式ではありません。

◆問い合わせ先　　請求手続きや届け出など　ねんきんダイヤル　　　1０５７０－０５－１１６５

　　函館年金事務所　・加入手続きや納入相談など　国民年金課　　　1０１３８－５６－１１６５

　　　　　　　　　　・障害年金の請求手続きなど　お客様相談室　　1０１３８－８２－８００２

　　役場窓口　　　　　住民生活課社会係（窓口５番）　　　　　　　1０１３７－６２－２１１１（内線２４５）

　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課　　　　　　　　1０１３９８－２－３１１１

　　　　　　　　　　　落部支所　　　　　　　　　　　　　　　　　1０１３７－６７－２２３１

番号のかけ間違いにご注意ください

詳しくは、お近くの「年金事務所」へおたずねください

年金相談は完全予約制です。ご希望の方は、役場住民生活課 社会係までご連絡願います。

完全予約制
相談日の２日前までに申し込みください
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